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    告     示 

和歌山県告示第1079号 

 和歌山県情報公開条例（平成13年和歌山県条例第2号）第37条第2項の規定に基づき、平成25年度におけ

る公文書の開示についての実施状況を次のとおり公表する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 公文書の開示の請求件数並びに公文書の全部開示、部分開示及び非開示の決定件数等 

開示請求の件数 

決  定  件  数  等 

開   示 
非開示 不存在 

存否応答 
取下げ 

全部 部分 計 
 

拒  否 

3,904 2,744 948 3,692 21 123 5 63 

 

2 公文書の開示の申出件数及びその処理状況 

開示申出の件数 

処   理   状   況 

開   示 
非開示 不存在 

存否応答 

拒  否 
取下げ 

全部 部分 計 

28 9 15 24 0 3 0 1 

 

3 開示・非開示決定に対する不服申立ての件数及びその処理状況 

不服申立ての件数 
処   理   状   況 

全部容認 一部容認 棄 却 却 下 取下げ 審査中 

27（27） 0（1） 0 1 0 0 26（26） 

 ( )の数字は、平成23年度及び平成24年度の不服申立てであって、平成25年度まで審査が及んだもの 

 

和歌山県告示第1080号 

 和歌山県個人情報保護条例（平成14年和歌山県条例第66号）第60条第2項の規定に基づき、平成25年度

における同条例の運用状況を次のとおり公表する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 個人情報取扱事務の件数 

 2,053件 

2 保有個人情報の請求及び決定件数等 

（1）開示 

開示請求の件数 

決  定  件  数  等 

開   示 
非開示 不存在 

存否応答 

拒  否 
取下げ 

全部 部分 計 

334 250 66 316 1 16 0 1 

 

（2）訂正・利用停止 

訂正請求の 

件   数 

決定件数等 
利 用 停 止

請求の件数

決定件数等 

訂   正 
非訂正

利 用 停 止 非利用

停 止
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 全部 部分 計   全部 部分 計  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3 簡易開示の件数 

 3,560件 

4 開示・非開示決定に対する不服申立ての件数及びその処理状況 

不服申立ての件数 
処   理   状   況 

全部容認 一部容認 棄 却 却 下 取下げ 審査中 

1（3） 0 0 0 0 0 1（3） 

 ( )の数字は、平成23年度の不服申立てであって、平成25年度まで審査が及んだもの 

 

和歌山県告示第1081号 

 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町 

2 調査を行った時期 

平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1082号 

 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町 

2 調査を行った時期 

平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 
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和歌山県告示第1083号 

 和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

平成24年5月1日から平成26年3月11日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1084号 

 和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

平成24年5月1日から平成26年3月11日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1085号 

 和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

平成24年5月1日から平成26年3月11日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 
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和歌山県西牟婁郡白浜町日置の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1086号 

 和歌山県海南市多田地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第2項

の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県海南市 

2 調査を行った時期 

平成24年12月25日から平成26年3月31日まで 

3 成果の名称 

和歌山県海南市多田地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県海南市多田地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1087号 

 和歌山県岩出市紀泉台地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第2

項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県岩出市 

2 調査を行った時期 

平成24年10月4日から平成26年6月11日まで 

3 成果の名称 

和歌山県岩出市紀泉台地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県岩出市紀泉台地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1088号 

 和歌山県有田郡有田川町大字宇井苔の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律

第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告す

る。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県有田郡有田川町 
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2 調査を行った時期 

平成23年10月14日から平成26年3月18日まで 

3 成果の名称 

和歌山県有田郡有田川町大字宇井苔の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県有田郡有田川町大字宇井苔の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1089号 

 和歌山県有田郡有田川町大字修理川の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律

第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告す

る。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県有田郡有田川町 

2 調査を行った時期 

平成23年10月14日から平成26年3月18日まで 

3 成果の名称 

和歌山県有田郡有田川町大字修理川の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県有田郡有田川町大字修理川の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1090号 

 和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

平成24年4月18日から平成26年2月27日まで 

3 成果の名称 

和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1091号 

 和歌山県田辺市龍神村安井の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180
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号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

平成24年4月18日から平成26年2月26日まで 

3 成果の名称 

和歌山県田辺市龍神村安井の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県田辺市龍神村安井の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1092号 

 和歌山県田辺市中辺路町近露の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

平成24年4月18日から平成26年3月5日まで 

3 成果の名称 

和歌山県田辺市中辺路町近露の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県田辺市中辺路町近露の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1093号 

 和歌山県田辺市中辺路町大内川の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第18

0号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

平成24年4月18日から平成26年3月5日まで 

3 成果の名称 

和歌山県田辺市中辺路町大内川の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県田辺市中辺路町大内川の一部地区 

5 認証年月日 
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平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1094号 

 和歌山県田辺市秋津川の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第1

9条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

平成24年4月18日から平成25年12月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県田辺市秋津川の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県田辺市秋津川の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1095号 

 和歌山県田辺市龍神村宮代の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

平成24年4月18日から平成26年2月24日まで 

3 成果の名称 

和歌山県田辺市龍神村宮代の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県田辺市龍神村宮代の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1096号 

 和歌山県田辺市和田の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19

条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

平成24年4月18日から平成26年3月25日まで 

3 成果の名称 
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和歌山県田辺市和田の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県田辺市和田の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1097号 

 和歌山県田辺市熊野の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19

条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

平成24年4月18日から平成26年3月20日まで 

3 成果の名称 

和歌山県田辺市熊野の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県田辺市熊野の一部地区 

5 認証年月日 

平成26年8月18日 

 

和歌山県告示第1098号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可

の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 申請の概要 

（1）申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名 

住所 和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の1 

氏名 和歌山県農業協同組合連合会 

代表理事理事長 北原康史 

（2）工場又は事業場の所在地及び名称 

所在地 和歌山県紀の川市桃山町調月980 

名称 和歌山県農業協同組合連合会 桃山食品工場 

（3）特定施設に関する事項 

別表1のとおり 

（4）汚水等の処理施設に関する事項 

別表2のとおり 

（5）排出水の汚染状態及び量 

別表3-1及び別表3-2のとおり 

2 縦覧の期間及び場所 
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（1）期間 

平成26年8月29日から同年9月19日まで 

（2）場所 

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び紀の川市役所 

 別表1 

種 類 
第10号ロ 

洗浄施設 

第10号ハ 

搾汁施設 

基 数 1 1 

能 力 
柑橘処理 

28t/時間 

柑橘処理 

28t/時間 

工事着手予定年月日 許可後 許可後 

工事完成予定年月日 着手後1ヶ月 着手後1ヶ月 

使用開始予定年月日 完成後 完成後 

使 用 時 間 間 隔 8時～4時 8時～4時 

1日当たりの使用時間 20時間 20時間 

使用の季節的変動 10月から4月稼働 10月から4月稼働

使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常の

値及び最大の値 
通 常 最 大 通 常 最 大

 水素イオン濃度（水素指数）（pH） 6.5-8 6.5-8 4.5-6 4.5-6

 生物化学的酸素要求量（BOD） （㎎/L） 200 300 10000 10000

 化学的酸素要求量（COD） （㎎/L） 100 150 7000 7000 

 浮遊物質量（SS） （㎎/L） 10 20 500 500 

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（n-Hex） （㎎/L） <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

 窒素含有量（T-N） （㎎/L） 1.0 1.0 5.0 5.0 

 
燐含有量（T-P） （㎎/L） 0.5 0.5 3.0 3.0 

大腸菌群数 （個/） 1000 1200 3000 5000 

当該汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量 （㎥/日） 820 1000 336 410 

 

 別表2 

種 類 及 び 型 式 排水処理施設 

構 造 コンクリート製 

主 要 寸 法 W27.9m×L65.7m×H5.2m 

能 力 4300m3/日 

汚水等の処理方式 
生物担体式汚泥法 

凝集沈殿処理 

工事着手予定年月日 既設 

工事完成予定年月日 既設 

使用開始予定年月日 既設 

使 用 時 間 間 隔 連続 

1日当たりの使用時間 24時間 

使用の季節的変動 
搾汁のみ10月から4月稼働 

2次加工1月から12月 

使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等

の汚染状態の通常の値及び最大の値 

通 常 最 大 

処理前 処理後 処理前 処理後
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 水素イオン濃度（水素指数）（pH） 4-5.0 6-8.0 4-5.0 6-8.5

 生物化学的酸素要求量（BOD） （㎎/L） 2000 10 2000 15 

 化学的酸素要求量（COD） （㎎/L） 1500 20 1500 30 

 浮遊物質量（SS） （㎎/L） 500 7 500 10 

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（n-Hex） （㎎/L） <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

 窒素含有量（T-N） （㎎/L） 9.2 9.2 14.0 14.0 

 燐含有量（T-P） （㎎/L） 6.9 4.802 7.0 4.872

 大腸菌群数 （個/） 無数 500 無数 900 

当該汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量 （㎥/日） 3320 3261.6 4072.5 4000 

 

 別表3-1 

 排水口(工場排水) 排水口(生活排水)

 通常 最大 通常 最大 

排出水の量 （㎥/日） 3261.6 4000 12 27 

排
出
水
の
汚
染
状
態 

水素イオン濃度（水素指数）（pH） 6-8 6-8.5 6-8 6-8.5

生物化学的酸素要求量（BOD） （㎎/L） 10 15 20 20 

化学的酸素要求量（COD） （㎎/L） 20 30 30 30 

浮遊物質量（SS） （㎎/L） 7 10 50 70 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（n-Hex） （㎎/L） <2.0 <2.0 5 5 

窒素含有量（T-N） （㎎/L） 9.2 14.0 9.2 14.0 

燐含有量（T-P） （㎎/L） 4.802 4.872 6.9 7.0 

大腸菌群数 （個/） 500 900 1000 3000 

 

 別表3-2 

 雨水排水口(2ヶ所) 

 通常 最大 

排出水の量 （㎥/日） 雨水 雨水 

排
出
水
の
汚
染
状
態 

水素イオン濃度（水素指数）（pH） ― ― 

生物化学的酸素要求量（BOD） （㎎/L） ― ― 

化学的酸素要求量（COD） （㎎/L） ― ― 

浮遊物質量（SS） （㎎/L） ― ― 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（n-Hex） （㎎/L） ― ― 

窒素含有量（T-N） （㎎/L） ― ― 

燐含有量（T-P） （㎎/L） ― ― 

大腸菌群数 （個/） ― ― 

 

和歌山県告示第1099号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可

の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
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1 申請の概要 

（1）申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名 

住所 和歌山県和歌山市湯屋谷69-1 

氏名 株式会社奥村組 西日本支社 

安上岩出西トンネル工事所 所長 小澤弘明 

（2）工場又は事業場の所在地及び名称 

所在地 和歌山県岩出市山地先 

名称 株式会社奥村組 西日本支社 安上岩出西トンネル工事所 

（3）特定施設に関する事項 

別表1のとおり 

（4）汚水等の処理施設に関する事項 

別表2のとおり 

（5）排出水の汚染状態及び量 

別表3のとおり 

2 縦覧の期間及び場所 

（1）期間 

平成26年8月29日から同年9月19日まで 

（2）場所 

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び岩出市役所 

 別表1 

種 類 
第55号 生コンクリート製造業の用

に供するバッチャープラント 

基 数 1 

能 力 22.5m3/時間 

工事着手予定年月日 許可後 

工事完成予定年月日 着手後10日 

使用開始予定年月日 完成後 

使 用 時 間 間 隔 終日 

1日当たりの使用時間 24時間 

使用の季節的変動 なし 

使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常の

値及び最大の値 
通 常 最 大 

 水素イオン濃度（水素指数）（pH） 11 12 

 生物化学的酸素要求量（BOD） （㎎/L） 2 5 

 化学的酸素要求量（COD） （㎎/L） 2 5 

 浮遊物質量（SS） （㎎/L） 2000 5000 

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（n-Hex） （㎎/L） 2 5 

 窒素含有量（T-N） （㎎/L） 2 3 

 
燐含有量（T-P） （㎎/L） 2 2.5 

大腸菌群数 （個/） 500 <1000 

 六価クロム化合物 （㎎/L） <0.02 <0.02 

当該汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量 （㎥/日） 20 38.2 

 

 別表2 
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種 類 及 び 型 式 濁水処理設備 

構 造 鋼製 

主 要 寸 法 W2.3m×L10.7m×H2.3m 

能 力 30m3/時間 

汚水等の処理方式 機械式凝集沈殿中和処理方式 

工事着手予定年月日 許可後 

工事完成予定年月日 着手後10日 

使用開始予定年月日 完成後 

使 用 時 間 間 隔 連続 

1日当たりの使用時間 24時間 

使用の季節的変動 なし 

使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等

の汚染状態の通常の値及び最大の値 

通 常 最 大 

処理前 処理後 処理前 処理後

 水素イオン濃度（水素指数）（pH） 11 6.5-8.5 12 6.5-8.5

 生物化学的酸素要求量（BOD） （㎎/L） 2 2 5 5 

 化学的酸素要求量（COD） （㎎/L） 2 2 5 5 

 浮遊物質量（SS） （㎎/L） 200 20 500 25 

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（n-Hex） （㎎/L） 2 2 5 5 

 窒素含有量（T-N） （㎎/L） 2 2 3 3 

 燐含有量（T-P） （㎎/L） 2 2 2.5 2.5 

 大腸菌群数 （個/） 500 500 <1000 <1000

 六価クロム化合物 （㎎/L） <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

当該汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量 （㎥/日） 380 380 758.2 758.2

 

 別表3 

 排水口1 雨水排水口 

 通常 最大 通常 最大 

排出水の量 （㎥/日） 360 720 雨水 雨水 

排
出
水
の
汚
染
状
態 

水素イオン濃度（水素指数）（pH） 6.5-8.5 6.5-8.5 ― ― 

生物化学的酸素要求量（BOD） （㎎/L） 2 5 ― ― 

化学的酸素要求量（COD） （㎎/L） 2 5 ― ― 

浮遊物質量（SS） （㎎/L） 20 25 ― ― 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（n-Hex） （㎎/L） 2 5 ― ― 

窒素含有量（T-N） （㎎/L） 2 3 ― ― 

燐含有量（T-P） （㎎/L） 2 2.5 ― ― 

大腸菌群数 （個/） 500 <1000 ― ― 

六価クロム化合物 （㎎/L） <0.02 <0.02 ― ― 

 

和歌山県告示第1100号 

 和歌山県薬物の濫用防止に関する条例（平成24年和歌山県条例第83号）第12条第1項の規定により、次

のとおり知事監視製品の指定が効力を失うので告示する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
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1 失効する知事監視製品 

（1）次の写真に示すとおり、被包に「EMO AUTOROUTE 3GR 11」と表示のある製品であって、その内容物

が植物片のもの 

（2）次の写真に示すとおり、被包に「BUTTERFLY TASAKA HYPER MIX」と表示のある製品であって、その

内容物が植物片のもの 

（3）次の写真に示すとおり、被包に「Dutch Skunk」と表示のある製品であって、その内容物が植物片の

もの 

（4）次の写真に示すとおり、被包に「Pakalolo BlueBerry Kush」と表示のある製品であって、その内容

物が植物片のもの 

（5）次の写真に示すとおり、被包に「Egoist」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

（6）次の写真に示すとおり、被包に「Skull Dragon」と表示のある製品であって、その内容物が植物片

のもの 

 （次の写真は、省略し、その写真を和歌山県福祉保健部健康局薬務課及び県立保健所に備え置いて縦覧

に供する。） 

2 失効理由 

 当該知事監視製品が薬事法（昭和35年法律第145号）第2条第14項に規定する指定薬物に該当するに至

ったため 

3 失効年月日 

 平成26年8月25日 

 

和歌山県告示第1101号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第6条第1項の規定により、大規模

小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項の規定により公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては代表者の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名称（4）この公告に係る大規模小売

店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見」を記載した意見書

を、本日から4月以内に和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するように提出するこ

と。 

 なお、提出された意見は法第8条第3項の規定により公告し、縦覧に供する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

City!WAKAYAMA 

和歌山県和歌山市元寺町5-58 外14筆 

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

株式会社NOB JAPAN 代表取締役 延田久弐生 

大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 

3 変更した事項 

（1）大規模小売店舗の名称及び所在地 

（変更前）（仮称）和歌山S.Cプロジェクト 

和歌山県和歌山市元寺町5-88 外14筆 

（変更後）City!WAKAYAMA 

和歌山県和歌山市元寺町5-58 外14筆 

（2）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏
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名 

（変更前）未定 

（変更後）縦覧図書のとおり 

4 変更年月日 

（1）平成16年4月21日 

（2）平成26年7月9日 

5 変更した理由 

（1）店舗名称が決定したため 

 届出内容（所在地番）に誤りがあったため 

（2）小売業者が確定したため 

6 届出年月日 

平成26年8月15日 

7 届出の縦覧場所 

和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

和歌山市まちづくり局まちおこし部商工まちおこし課（和歌山市七番丁23番地） 

8 届出の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

縦覧期間 平成26年8月29日から同年12月29日まで 

時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第1102号 

 測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき近畿地方整備

局紀南河川国道事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、次のとおり公示する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 作業の種類 公共測量（基準点測量） 

2 作業期間 平成26年6月13日から平成27年1月31日まで 

3 作業地域 和歌山県新宮市から御坊市における国道42号 

 

和歌山県告示第1103号 

 測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき近畿地方整備

局紀南河川国道事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、次のとおり公示する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 作業の種類 公共測量（空中写真撮影・数値地形図作成） 

2 作業期間 平成26年8月20日から平成27年2月27日まで 

3 作業地域 和歌山県新宮市、田辺市及び東牟婁郡北山村 

 

和歌山県告示第1104号 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成7年法律第39号）第3条第1項の規定により、電線共同溝

を整備すべき道路を次のように指定したので、同条第4項の規定により告示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路建設課において告示の日から2週間一般の縦覧に供す

る。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
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1 道路の種類 県道 

2 路線名 田辺白浜線 

区     間 
延  長 

メートル 
指定の部分 

田辺市湊字地下1066番2地先から同市湊字神田690番3地先まで 460.00 上下線 

 

和歌山県告示第1105号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成26年8月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル

3249 橋本市高野口町伏原字市道

2番1の一部 

奈良県五條市田園二丁目2

番地の1 

株式会社井上地所 

代表取締役 井上猛 

平成 

26.8.20 

6.00 55.78

 

    選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第79号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第7条第1項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出が

あったので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 
届 出 

年月日 

政党・政治 

団 体 の 別 
備 考

自由民主党和歌山

県看護連盟支部 
代表者 松浦三代 谷眞子 

平成 

26.7.16 
政党 

 

貴志啓一後援会 代表者 貴志倫代 貴志啓一 
平成 

26.7.18 
政治団体 

 

うらひらよしひろ

後援会 
代表者 浦平美博 渡邊泰行 

平成 

26.7.22 
政治団体 

 

和歌山県LPガス政

治連盟 

政治団体の名

称 

和歌山県LPガス政治連

盟 

和歌山県エルピーガス

政治連盟 

平成 

26.7.25 
政治団体 

 

佐伯誠章後援会 会計責任者 佐伯啓夫 池田匡宏 
平成 

26.8.4 
政治団体 

 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第80号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第3項の規定による資金管理団体でなくなった旨の届出

があったので、同法第19条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 
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代表者の氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 

資金管理団体で

なくなった旨の

届 出 年 月 日

貴志倫代 和歌山市議会議員 貴志啓一後援会 和歌山市直川1233-10 
平成 

26.7.18 

備考 資金管理団体の届出をした者の死亡に伴う届出であり、資金管理団体の届出をした者の氏名は、貴志啓一で

ある。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第81号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の規定による政治団体の解散の届出があったので、

同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

政治団体の名称 代表者の氏名 
解 散 

年月日 

届 出

年月日

貴志啓一後援会 貴志倫代 
平成 

26.7.18 

平成 

26.7.18 

日本維新の会和歌山県総支部 阪口直人 
平成 

26.7.31 

平成 

26.7.31 

日本維新の会衆議院和歌山県第２選挙区支部 阪口直人 
平成 

26.7.31 

平成 

26.7.31 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第82号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の規定による政治団体の収支報告書を受理したの

で、同法第20条第1項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政治団体の収支報告書（平成25年分）の要旨
　　　　（単位：円）

日本維新の会和歌山県総支部
報告年月日 26.3.4

１　収入総額 10,000,259
　　　本年収入額 10,000,259
２　支出総額 2,867,281
３　本年収入の内訳
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 10,000,000
　　日本維新の会本部 10,000,000
　その他の収入 259
　　一件十万円未満のもの 259
４　支出の内訳
　経常経費 1,628,796
　　人件費 18,150
　　光熱水費 10,413
　　備品・消耗品費 497,481
　　事務所費 1,102,752
　政治活動費 1,238,485
　　組織活動費 81,795
　　機関紙誌の発行その他の事業費 1,156,310
　　　宣伝事業費 1,156,310
　　調査研究費 380
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日本維新の会衆議院和歌山県第２選挙区支部
国会議員関係政治団体の区分 法第十九条の七第一項第一号
公職の候補者の氏名 阪口　直人
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 26.3.4
１　収入総額 12,557,376
　　　前年繰越額 57,149
　　　本年収入額 12,500,227
２　支出総額 11,660,169
３　本年収入の内訳
　寄附 500,000
　　個人分 500,000
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,000,000
　　日本維新の会本部 12,000,000
　その他の収入 227
　　一件十万円未満のもの 227
４　支出の内訳
　経常経費 9,851,976
　　人件費 5,634,168
　　光熱水費 182,360
　　備品・消耗品費 1,262,454
　　事務所費 2,772,994
　政治活動費 1,808,193
　　機関紙誌の発行その他の事業費 1,308,093
　　　宣伝事業費 1,308,093
　　調査研究費 100
　　その他の経費 500,000
５　寄附の内訳
　（個人分）
　阪口　直人 500,000 海南市

貴志啓一後援会
資金管理団体の届出をした者の氏名 貴志　啓一
資金管理団体の届出に係る公職の種類 和歌山市議会議員

報告年月日 26.7.18
１　収入総額 908,847
　　　前年繰越額 425,717
　　　本年収入額 483,130
２　支出総額 200,000
３　本年収入の内訳
　寄附 483,060
　　個人分 83,060
　　政治団体分 400,000
　その他の収入 70
　　一件十万円未満のもの 70
４　支出の内訳
　政治活動費 200,000
　　組織活動費 200,000
５　寄附の内訳
　（個人分）
　年間五万円以下のもの 83,060
　（政治団体分）
　自由民主党和歌山支部連絡協議会 400,000

政治団体の収支報告書（平成26年分）の要旨

貴志啓一後援会
資金管理団体の届出をした者の氏名 貴志　啓一
資金管理団体の届出に係る公職の種類 和歌山市議会議員

報告年月日 26.7.18
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１　収入総額 715,000
　　　前年繰越額 708,847
　　　本年収入額 6,153
２　支出総額 0
３　本年収入の内訳
　寄附 6,110
　　個人分 6,110
　その他の収入 43
　　一件十万円未満のもの 43
４　寄附の内訳
　（個人分）
　年間五万円以下のもの 6,110

日本維新の会和歌山県総支部
報告年月日 26.8.11

１　収入総額 13,123,586
　　　前年繰越額 7,132,978
　　　本年収入額 5,990,608
２　支出総額 5,968,844
３　本年収入の内訳
　寄附 500,000
　　個人分 500,000
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 5,490,000
　　日本維新の会本部 5,490,000
　その他の収入 608
　　一件十万円未満のもの 608
４　支出の内訳
　経常経費 5,825,594
　　人件費 3,001,720
　　光熱水費 40,359
　　備品・消耗品費 612,237
　　事務所費 2,171,278
　政治活動費 143,250
　　機関紙誌の発行その他の事業費 142,870
　　　宣伝事業費 142,870
　　調査研究費 380
５　寄附の内訳
　（個人分）
　天津　隆 200,000 御坊市
　阪口　直人 300,000 海南市

日本維新の会衆議院和歌山県第２選挙区支部
国会議員関係政治団体の区分 法第十九条の七第一項第一号
公職の候補者の氏名 阪口　直人
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 26.8.11
１　収入総額 7,397,652
　　　前年繰越額 897,207
　　　本年収入額 6,500,445
２　支出総額 7,317,714
３　本年収入の内訳
　寄附 500,000
　　個人分 500,000
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 6,000,000
　　日本維新の会本部 6,000,000
　その他の収入 445
　　一件十万円未満のもの 445
４　支出の内訳
　経常経費 6,410,067
　　人件費 3,997,171
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和歌山県選挙管理委員会告示第83号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規定による政治団体の設立の届出があったので、

同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

政党の支部 

 法第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部 

政治団体の名称 
代表者の 

氏  名 

会計責任者の

氏    名

主たる事務所の 

所  在  地 
公職の種類

1以上の市町村等

の区域を単位とし

て設けられる支部 

届出年月日

日本維新の会衆

議院和歌山県第

2選挙区支部 
阪口直人 堀場明子 

和歌山県紀の川市西

井阪174-7 
衆議院議員 ○ 

平成 

26.8.1 

 

政党の支部 

 国会議員関係政治団体以外の政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 

1以上の市町村等

の区域を単位とし

て設けられる支部 

届出年月日

日本維新の会和

歌山県総支部 
阪口直人 堀場明子 

和歌山県海南市藤白170-1

3 アクティブビル1F 
○ 

平成 

26.8.1 

自由民主党すさ

み町支部 
稲葉昇 宮田準 

和歌山県西牟婁郡すさみ

町周参見4596 
○ 

平成 

26.8.6 

 

その他の政治団体 

 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

向井中ようじ後

援会 
森下誠 向井中義夫 和歌山県海草郡紀美野町毛原宮28-5 

平成 

26.8.7 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第84号 

 和歌山県知事選挙執行規程（平成7年和歌山県選挙管理委員会告示第133号）の一部を次のように改正す

る。 

  平成26年8月29日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 第3条の2第1項中「はる」を「貼る」に改める。 

 第3条の3第1項中「はる」を「貼る」に、「見本3枚」を「見本」に、「それぞれ3枚」を「それぞれの

見本」に改める。 

　　光熱水費 74,346
　　備品・消耗品費 834,522
　　事務所費 1,504,028
　政治活動費 907,647
　　機関紙誌の発行その他の事業費 907,127
　　　宣伝事業費 907,127
　　調査研究費 520
５　寄附の内訳
　（個人分）
　阪口　直人 500,000 海南市
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 第29条第1項及び第5項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。 

 第30条中「第201条の9第1項ただし書き」を「第201条の9第1項ただし書」に改める。 

 第34条第1項中「に、証紙をはるべき又は検印を受けるべき法第201条の9第1項第4号に規定する政治活

動用ポスター（以下「政治活動用ポスター」という。）の見本3枚（記載内容が異なる政治活動用ポスタ

ーがある場合においては、それぞれ3枚）」及び「添えて」を削る。 

 第36条第2項中「はらなければ」を「貼らなければ」に改める。 

 第38条中「見本20枚」を「見本」に、「それぞれ20枚」を「それぞれの見本」に改める。 

 別記第3号様式中「はって」を「貼って」に、「こわし」を「壊し」に、「やぶった」を「破った」に

改める。 

 別紙第4号様式及び別記第9号様式中「殿」を「様」に改める。 

 別記第10号様式中「すべて」を「全て」に改める。 

 別記第19号様式、別記第21号様式及び別記第22号様式中「殿」を「様」に、「届出ます」を「届け出ま

す」に改める。 

   附 則 

 この規程は、告示の日から施行する。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第85号 

 平成10年和歌山県選挙管理委員会告示第72号（不在者投票管理者となる病院等の指定）の一部を次のよ

うに改正する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 第2項の表中 
 
「 

社会福祉法人浩和会 

 第 Ⅲ 竹 の 里 園 

和歌山市明王寺16-1 

 

」

を 

 
「 

社会福祉法人浩和会 

 第 Ⅲ 竹 の 里 園 

住宅型有料老人ホーム 

 福 の 里 

和歌山市明王寺16-1 

 

和歌山市和歌浦東3丁目5番32号 

 
」

に、 

 
「 

社会福祉法人敬愛会特別養護

老人ホーム 

 白     寿     苑 

日高郡日高川町大字船津1664番地

 

 
」

を 

 
「 

社会福祉法人敬愛会特別養護

老人ホーム 

 白     寿     苑 

社会福祉法人敬愛会地域密着

型介護老人福祉施設 

 白     寿     苑 

日高郡日高川町大字船津1664番地

 

 

日高郡日高川町大字船津1664番地

 

 

」

に、 

 
「 

社会福祉法人同仁会特別養護

老人ホーム 

 カルフール・ド・ルポ印南 

日高郡印南町大字山口150番地 

 

 
」

を 
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「   

 

社会福祉法人同仁会特別養護

老人ホーム 

 カルフール・ド・ルポ印南 

社会福祉法人同仁会特別養護

老人ホーム 

 カルフール・ド・ルポ印南 

 ヌーヴォー（ユニット型） 

日高郡印南町大字山口150番地1 

 

 

日高郡印南町大字山口150番地1 

 

 

 
」

に改める。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第86号 

 平成23年和歌山県選挙管理委員会告示第39号（放送事業者の定め）の一部を次のように改正する。 

  平成26年8月29日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 本文中「第8条第6項」を「第8条第7項」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


